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広報
平成26年

実施計画（平成27年度～平成29年度）

意 見 募 集
市民の皆さんのご意見をお聞かせください

　市では、徹底した情報公開による市民協働・市民参加型の行政運営を推進するため、本年度策
定する実施計画において、計画として決定する前の段階で、事業化の是非等についてのご意見を
市民の皆さんに募集します。

実施計画とは･･･
　第一次佐久市総合計画（後期基本計画）の基本構想と基本計画に基づき、具体的に実施する事業概要等を示したもの
で、毎年度における予算編成や事業実施の指針となり、原則として実施計画に基づき事業執行が図られます。
　計画期間は３年間で、本年度は平成２７年度～平成２９年度の計画を策定します。

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

市の特産物として
普及を進めている
「イタリアトマト」（左）と
「佐久古太きゅうり」（下）

こ だい
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意見募集の趣旨

意見を募集する事業

留意事項

意見の提出方法

意見の募集期間

　市では毎年度に実施計画の策定を行っていますが、今年度の計画策定にあたり、「事業を実施するべきか否
か」「事業の内容はこれで良いか」等について、市民の皆さんのご意見を募集します。
　お寄せいただいたご意見については、市が計画を決定していく際の参考とさせていただき、今後の施策・事
業展開に反映させていきます。

　今年度の実施計画策定方針として、以下の５項目を重点施策として位置づけ、事業を実施していくこととし
ています。

　今回意見を募集する事業は、上記の重点施策に該当し、主に新規で実施を検討している事業の中から、８事
業を意見募集の対象としています。

①掲載された事業の内容、時期、事業費などはあくまで検討ベースのものです。このため、事業内容のみなら
ず、事業の実施自体が確定しているものではありません。
②今回の意見募集の結果等も踏まえ、実施計画に計上する事業を選別していくこととなります。
③社会経済情勢等の変化により、事業によっては今年度実施計画に計上された後、来年度以降の予算編成や実
施計画策定の段階で内容等が見直される場合があります。

　指定の様式はありませんので、任意の様式に「事業番号・事業名」と「ご意見・ご提言」のほか、「氏名」
「住所」をご記入いただき、次のいずれかの方法により提出してください。

●郵送  〒385-8501　佐久市中込3056番地　佐久市役所 企画課宛
●電子メール kikaku@city.saku.nagano.jp
●ファックス 0267－63－1680
●直接持参 市役所本庁企画課、各支所庶務税務係、各出張所の窓口

※電話および口頭でご意見をいただくことはできませんので、ご了承ください。

８月25日㈪～９月17日㈬
　お寄せいただいたご意見の集計結果・回答などについては、今後の広報やホームページに掲載します。

①「世界最高健康都市の構築」 ②「安心安全な子育て支援」
③「地域経済の活性化」  ④「交流人口の創出」
⑤「徹底した情報公開による市民参加型市政の実現」

■お問い合わせ　企画課　☎62－3067（直通）
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実施計画意見募集事業一覧表
事 業 番 号 １ 事業名 消防団装備拡充事業

重点施策の分類 ①世界最高健康都市の構築 担当課 消防団管理室

事 業 の 内 容

　東日本大震災により、改めて地域防災力の強化の必要性が認識されました。このことか
ら、大規模災害時の消防団の対応力を強化するため、平成26年２月７日消防庁告示第２
号により「消防団の装備の基準」（昭和63年消防庁告示第３号）が改正されたことに伴い、
消防団員の安全確保のための装備品や救助活動用の資機材等を市内の消防団に配備します。
・配備する主な装備品：救助用半長靴、防塵メガネ、防塵マスク、耐切創性手袋
・配備する主な資機材：チェーンソー、林野火災用器具

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、災害時における消防団活動の安全性が向上します。また、充実し
た活動が可能になることにより、地域防災力の強化が図られます。

事 業 年 度 平成27年度～ 総事業費 継続的に支出
（うちＨ27～29年度）

（36,000千円）

事 業 番 号 ２ 事業名 市政情報インターネット配信事業

重点施策の分類 ⑤徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 担当課
広報広聴課
議会事務局

事 業 の 内 容

　佐久市の魅力発信と情報公開の強化のため、市公式ホームページにおいて、市政情報の
動画配信を行います。
・市内のお祭りやイベント、議会等の生中継及び録画配信
・市の自然や名所、特産物等に関する企画番組の録画配信
　※初期費用：20,100千円、運営費用：14,400千円／年

事 業 の 効 果

　本事業の実施により、市の情報を動画で視聴できる環境が整備され、市の内外に市政情
報をより魅力的に分かりやすく発信することができるようになることで、市民のための開
かれた市政の推進に寄与するとともに、交流人口の創出や移住定住の促進にもつながりま
す。

事 業 年 度 平成27年度～ 総事業費 継続的に支出
（うちＨ27～29年度）

（63,100千円）
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事 業 番 号 ３ 事業名 木質バイオマスエネルギー事業

重点施策の分類 ③地域経済の活性化 担当課 環境政策課

事 業 の 内 容

　県内で製造された間伐材や製材副産物を活用する燃料（「木質バイオマスエネルギー」）
を活用した熱利用機器の導入を促進することで、木質バイオマスの炭素循環による地球温
暖化防止への寄与と、再生可能エネルギーの普及による、電気や化石燃料使用量の縮減を
図るため、現在実施しているペレットストーブの設置に対する補助金を拡充（交付限度額
の増額及び交付対象範囲の拡大）し、ペレットボイラー・チップボイラーの設置に対して
も補助金を交付します。
・ペレットストーブの設置に対する補助：対象経費の１／２以内（限度額15万円）
　※交付限度額を現在の10万円から15万円へ増額
　※交付対象者を個人のみから事業者等へも拡大
・ペレットボイラー・チップボイラーの設置に対する補助
　：対象経費の１／３以内（限度額100万円）

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、化石燃料の代替となる木質バイオマスを普及させることで、低炭
素社会の形成が進み、地球温暖化防止に寄与することができます。

事 業 年 度 平成27年度～平成29年度 総事業費 15,000千円
（うちＨ27～29年度）

（15,000千円）

事 業 番 号 ４ 事業名 猫繁殖制限手術費補助事業

重点施策の分類 ①世界最高健康都市の構築 担当課 環境政策課

事 業 の 内 容

　猫の糞尿等による近隣トラブルの発生を抑制し、飼主のいない猫の増加を防止するため、
現在実施している、飼主のいる猫の不妊や去勢手術に対する補助金の交付に加え、飼主の
いない猫の不妊や去勢手術に対しても補助金を交付します。
・飼主のいる猫に対する補助：不妊手術（５千円／頭）、去勢手術（３千円／頭）
・飼主のいない猫に対する補助：不妊手術（14千円／頭）、去勢手術（７千円／頭）

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、飼主のいない猫とその被害を減らすことで、市民の快適な生活環
境が保持されます。

事 業 年 度 平成27年度～平成29年度 総事業費 8,100千円
（うちＨ27～29年度）

（8,100千円）
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事 業 番 号 ５ 事業名 販路拡大支援事業

重点施策の分類 ③地域経済の活性化 担当課 商工振興課

事 業 の 内 容

　市内企業の受注機会や販路の拡大を支援するため、市内中小企業が展示会や見本市等へ
の出展に要する経費に対し補助金を交付します。
・国内展示会への出展に対する補助：対象経費の１／２以内（限度額20万円）
・海外展示会への出展に対する補助：対象経費の１／２以内（限度額85万円）

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、市内中小企業の新市場の開拓、販路の拡大が図られ、市内製造業
の振興及び発展に資することができます。

事 業 年 度 平成27年度～ 総事業費 継続的に支出
（うちＨ27～29年度）

（11,100千円）

事 業 番 号 ６ 事業名 工場等設備投資支援事業

重点施策の分類 ③地域経済の活性化 担当課 商工振興課

事 業 の 内 容

　市内での企業の設備投資を促すため、取得総額５億円未満で工場等を新規に建設したり、
設備を新たに導入する場合の経費に対し補助金を交付します。
・特定地域（※１）におけるリスク分散（※２）のための設備投資に対する補助
　：対象経費の20％以内（限度額１億円）
・特定地域における一般的な設備投資に対する補助
　：対象経費の10％以内（限度額５千万円）
・特定地域以外におけるリスク分散のための設備投資に対する補助
　：対象経費の10％以内（限度額５千万円）
・特定地域以外における一般的な設備投資に対する補助
　：対象経費の５％以内（限度額２千５百万円）

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、市内における企業の設備投資が活発になり、市内経済の活性化が
図られます。また、市民の雇用の場の確保にもつながります。

事 業 年 度 平成27年度～ 総事業費 継続的に支出
（うちＨ27～29年度）

（441,000千円）

（※１）特定地域：市内工業団地の区域、用途地域の工業専用地域・工業地域のことを指します。
（※２）リスク分散：現在の工場等が立地している土地で想定されるあらゆる災害に備え、危険を分散すること

により事業活動の継続を維持することをいいます。
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事 業 番 号 ７ 事業名 佐久特産品需要拡大事業

重点施策の分類 ③地域経済の活性化 担当課 農政課

事 業 の 内 容

　市内で生産される新品目野菜（イタリア野菜や伝統野菜等）の需要拡大を図るため、地
域内の観光拠点や首都圏等でのPRを実施します。
・販売促進イベントの開催
・パンフレット・レシピ本の作成

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、小規模農業者でも取り組みやすい新品目野菜の消費が拡大します。
また、新品目野菜の普及と生産農家の増加に寄与するとともに、市内の農業生産額を増加
させ、地域農業の活性化が図られます。

事 業 年 度 平成27年度～平成29年度 総事業費 2,800千円
（うちＨ27～29年度）

（2,800千円）

事 業 番 号 ８ 事業名 一斉通報・連絡システム整備事業

重点施策の分類 ⑤徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 担当課 広報広聴課

事 業 の 内 容

　市民が迅速かつ確実に市の緊急情報等を知ることができるよう、防犯・防災情報や健康
役立ち情報、イベント情報など、市民が希望する情報を希望の媒体（固定電話、携帯電話、
FAX、パソコンメール、携帯メール）に一斉配信するためのシステムを整備します。
・システム用機器及びソフトのリース

事 業 の 効 果
　本事業の実施により、市からの情報伝達の手段が増え、市民が必要な情報をより適時か
つ確実に入手できる仕組みが整います。このことによって、市民生活の利便性の向上が図
られるとともに、市民生活の安全・安心が確保されます。

事 業 年 度 平成27年度～ 総事業費 継続的に支出
（うちＨ27～29年度）

（15,500千円）


